
 

 
 

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和６年度改訂） 

（金融庁関連箇所抜粋） 

2024 年６月 21 日 

Ⅱ 施策 

３ ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援 

（２）具体的施策 

オ ライフステージに共通する取組 

○ 訪日外国人旅行者が、予期せぬ病気やけがの際に、不安を感じること

なく医療等を受け、安全に帰国することができるよう、訪日外国人旅行

者自身の適切な費用負担を前提とした旅行保険への加入を促進する。 

〔国土交通省、金融庁、法務省、外務省〕《施策番号 113》 

 

○ 関係省庁と連携の上、受入れ企業等に対して、やさしい日本語を含む

16 言語の外国人向けパンフレット及びその受入れ先向けパンフレット

も活用しながら、外国人の口座開設等（送金・口座振替・デビットカー

ドの利用を含む）の金融サービスの利便性向上及びマネー・ローンダリ

ングや口座売買等の犯罪への関与の防止等に係る周知活動を実施し、理

解の醸成を図る。 

また、金融機関に対しては、「外国人顧客対応にかかる留意事項」及

び「外国人顧客対応にかかる取組事例」も活用しながら、引き続き、外

国人の口座開設等の金融サービスの利便性向上に向けた取組を推進し

ていくよう促していく。 

さらに、外国人の在留期間を的確に把握して口座を適切に管理する等、

内部規定やガイドライン等の整備を含め、特殊詐欺やマネー・ローンダ

リング等への対策に資する取組が金融機関において行われるよう引き

続き対応を促していく。 

〔金融庁〕《施策番号 119》 

 

○ 資金移動業者の口座への賃金支払について、適正な制度運用や、労働

者、使用者、資金移動業者等への周知を実施する。特に外国人労働者に

対しては、多言語の外国人向けリーフレットも活用しながら、理解の促

進を図る。 

〔厚生労働省、金融庁〕《施策番号 121》 

 

 

（以 上） 


